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１．会議の名称 

  第３６回千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理審議会 

 

２．開催日時 

  令和７年１月３１日（金）午後２時００分～午後２時４５分 

 

３．開催場所 

  寒川土地区画整理事務所２階会議室 

 

４．出席者 

（委員） 

 会   長 根本 正昭 

職務代理者 田中 五郎 

委   員 浅井 法久 

委   員 川島 進 

委   員 小林 晋 

委   員 是澤 政弘 

委   員 齋藤 彰 

委   員 鈴木 源樹 

委   員 田口 敦子 

 

※傍聴人 １名 

 

（事務局） 

都市部長 石橋 徹 

所  長 桜田 正彦 

所長補佐 田邉 裕司 

主  査 窪田 拓也 

主  査 寺嶋 優介 

担  当 諏訪 武雄 

担  当 秦 雄太郎 

 

 

５．議 題 

（１） 議案第１号 仮換地の指定について 

（２） 報告事項  仮換地指定の軽微な変更について 

 

６．議事の概要 

（１） 議案第１号 仮換地の指定について、原案のとおりで異議ありません。 

（２） 報告事項  仮換地指定の軽微な変更については、報告事項として、施

行者から報告を受けました。 
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７．会議経過 

田邉所長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうご

ざいます。 

本日の司会進行を務めさせて頂きます、所長補佐の田邉です。 

よろしくお願いいたします。 

審議に入ります前に、委員の皆様にご報告がございます。 

皆様ご承知のことと存じますが、平成１７年度より委員として、

また平成２７年度からは会長として会の運営にご尽力いただきま

した市原敏夫様が、昨年１１月にご逝去されました。 

ここに謹んでご冥福をお祈りしたいと存します。 

 

桜田所長 所長の桜田でございます。ただいま報告がありましたが、市

原敏夫様のご冥福をお祈りいたしまして、黙とうをささげたい

と思いますので、皆様にはその場でご起立のうえ、１分間の黙

とうをお願いします。 

黙とうをお願いいたします。 

黙とうを終わります。どうもありがとうございました。 

 

田邉所長補佐 ありがとうございました。 

傍聴人の皆様に注意事項として、お手元にお配りしておりま

す、傍聴要領をよくお読みになり、審議の妨げになる行為は、

厳にお慎みいただき、進行へのご協力をお願いいたします。 

それでは、審議会を始めるにあたりまして、本日の事務局職

員を紹介させていただきます。 

都市部長の石橋です。所長の桜田です。換地工務班主査の窪

田です。補償班主査の寺島です。担当職員の諏訪です。秦です。 

以上となりますのでよろしくお願いします。 

次に資料を確認させていただきます。 

「審議会次第」、「審議会委員名簿」、そして「議案書」と

なりますが、そろっておりますでしょうか。議案書につきまし

ては、事前にお配りしておりますが、本日お忘れの方はいらっ

しゃいますか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、次第に沿って進めてまいります。 

施行者を代表いたしまして、都市部長の石橋よりご挨拶をさ

せていただきます。 

 

石橋部長 

 

 都市部長の石橋でございます。 

施行者を代表いたしまして、一言挨拶を申し上げます。 
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石橋部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、お忙しい中、寒川第一土地区画整理審議会にご出席いた

だきましてありがとうございます。 

また、委員のみなさまにおかれましては、日頃より市政及び本地

区の事業推進にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。皆

様の任期は今年の９月までとなっており、令和２年から長きにわた

りお勤めをいただいておりますこと、厚くお礼申し上げます。改選

までの残りの任期につきましても、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

当地区の整備は完成まであと一息のところまで来ており、その後

は換地処分に向けた手続きを進める予定となっております。 

来年度も引き続き必要な予算を確保のうえ事業を推進してまい

りますので、引き続きのご理解、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

さて、話題は少し変わりますが、この度、本市が一般社団法人日

本昔ばなし協会と日本財団より「海ノ民話のまち」として認定され

たことに伴い、寒川神社を題材としたアニメーション「寒川神社と

獅子頭」が製作されました。 

１月２３日より海ノ民話のまちプロジェクト公式ユーチューブ

チャンネルでご覧いただけるとのことでございます。地域に関連の

深い話題でございますので、ご紹介させていただきました。 

 本日の議題は、諮問事項の「仮換地の指定について」と、報告事

項の「仮換地指定の軽微な変更について」でございます。ご審議の

程、よろしくお願いいたします。 

以上、簡単ではありますが、ご挨拶とさせていただきます。 

 

田邉所長補佐 ありがとうございました。 

続きまして、次第の３「会長の選出」に移ります。 

市原委員がお亡くなりになられたことから、会長が不在となって

おります。このため本日会長の選出を行っていただきますが、その

間の議事進行役として職務代理者の根本委員に仮議長をお願いし

ます。 

 

根本委員 

 

 

 

 

 

根本でございます。 

会長が選出されるまで、進行役の仮議長を務めさせていただ

きます。 

議事がスムーズに進行しますように、委員の皆様のご協力を

お願いいたします。 

では、土地区画整理法第６１条第１項および第２項の規定に
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根本委員 より、本審議会の会長の選出を行います。 

委員の皆様の中から立候補していただける方はいらっしゃい

ますか。 

 

田中委員 はい。 

 

根本委員 田中委員。どうぞ。 

 

田中委員 これまで職務代理者として市原会長とともに当審議会にご尽

力いただいた、根本委員を推薦します。 

 

根本委員 田中委員から、私に、とのご推薦がありましたが、ほかにあ

りませんでしょうか。 

田中委員のご推薦に賛成の方の挙手を求めます。 

<<全員挙手>> 

全員賛成により、私、根本が会長を拝命します。 

 

田邉所長補佐 会長が選任されましたので、根本委員は会長席へお移りいた

だき、ご挨拶をお願いいたします。 

 

根本会長 寒川第一土地区画整理審議会会長を拝命しました、根本でご

ざいます。 

委員の皆様におかれましては、議事運営にご理解をいただき、

円滑に進行して参りたいと思いますので、ご協力のほどお願い

いたします。 

本日の案件は、議案第１号の「仮換地の指定について」と、

報告事項の｢仮換地指定の軽微な変更について｣です。 

慎重なるご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

以上、簡単ですが、挨拶とさせていただきます。 

 

田邉所長補佐 ありがとうございました。 

これからの議事の進行につきましては、根本会長にお願いいたし

ます。 

 

根本会長 

 

 

 

これより議事の進行を務めさせていただきます。 

はじめに会長の職務を代理する職務代理者を決めたいと思いま

す。 
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根本会長 土地区画整理法第６１条第５項には、「委員のうちからあらかじ

め互選された者がその職務を代理する」との規定がありますが、い

かがいたしましょうか。 

 

齋藤委員 

田中委員 

会長に一任します。 

 

 

根本会長 今、会長に一任との声がありましたが、よろしいでしょうか。 

これに賛成の方は挙手をお願いします。 

<<全員挙手>> 

それでは職務代理者は私の方から推薦させていただきます。 

田中委員にお願いしたいと思いますが、田中委員よろしいでしょ

うか。 

 

田中委員 はい承諾いたします。 

 

根本会長 それでは田中委員よろしくお願いします。 

職務代理者席へお移りいただき、一言ご挨拶をお願いします。 

 

田中委員 田中でございます。 

根本会長を補佐し、審議会運営につとめてまいる所存でございま

す。 

委員の皆様方には、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

以上、簡単ですが、挨拶とさせていただきます。 

 

田邉所長補佐 ありがとうございました。 

これより審議会を進めてまいりますが、議事の進行につきまして

は、議事運営要綱第３条第２項の規定に基づき、根本会長に議長を

お願いいたします。 

それでは根本会長より、本日の定足数の確認と開会宣言をお願い

いたします。 

 

根本会長 

 

 

 

 

 

土地区画整理法第６２条第３項に、「審議会の会議は、委員の半

数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員

の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところ

による」と規定されておりますので、定足数の確認をさせていただ

きます。審議会委員は１０名であり、本日の出席委員は９名ですの
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根本会長 で、本審議会は成立しております。 

それではただいまから、「第３６回千葉都市計画事業寒川第一土

地区画整理審議会」を開会いたします。 

次に、本日の議事録の作成にあたり、審議会議事運営要綱第１３

条第１項及び第３項により、審議会の会議ごとに「議事録を作成し、

会長の指名する委員２名が、署名押印する」との規定がございます。

私の方で、議事録署名人を２人指名いたします。 

議席順で今回は、田中委員と是澤委員にお願いしたいと思いま

す。 

それでは、これより議事に入ります。「議案第１号、仮換地の指

定について」、事務局より説明をお願いします。 

 

桜田所長 所長の桜田です。 

 議案第１号「仮換地の指定について」説明させていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。 

 それでは諮問文を読ませていただきます。 

議案第１号、仮換地の指定について。 

千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業施行地区内の宅地

について、別紙調書及び図面のとおり仮換地の指定をすることにつ

いて、土地区画整理法第９８条第３項の規定に基づき意見を伺がい

ます。 

千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業。 

施行者 千葉市、代表者 千葉市長 神谷 俊一。 

議案の詳細については、主査の窪田から説明いたします。 

 

窪田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議案第１号、仮換地の指定について説明いたします。 

議案書の３ページに今回指定する箇所図がございます。 

今回審議いただくのは、赤く塗っている５箇所ございます。 

スクリーンにて、箇所ごとに表示して説明いたします。 

箇所図や議案書と合わせてご覧ください。 

まず箇所①、1街区２２、２３、２４画地でございます。 

議案書の５ページに変更図、６、７ページが調書でございます。 

本千葉駅の近くの、京成線のすぐ隣の仮換地です。 

ご覧のとおり、現在は所有者Ａ、Ｂが共有で２２、２３、２４画

地に仮換地指定されております。 

従前の調書はご覧のとおりです。 

今回の変更は２４画地の中に、２７画地を分割して指定します。 

それぞれの従前地のなかで所有者Ｂが単独で所有している土地
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窪田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

があります。赤枠の土地です。その他はＡとＢの共有地です。 

この土地をそれぞれから抜き出して、２７画地に指定するもので

す。 

２２画地と２３画地の仮換地形状に変化はありませんが、従前地

の内容のみ変更します。２４画地は２７画地として分割しますの

で、その分面積が減ります。 

変更後の調書はご覧のとおりです。２２画地と２３画地は従前地

の内容が変更されるのみです。２４画地は従前地の内容の変更にプ

ラスして、仮換地の面積が７３２㎡から７０１㎡に減ります。２７

画地は新たにＢの単独地である港町１７６番５０．９２㎡、１７７

番３の１３㎡，１７７番５の１９㎡が従前地として、３０㎡で仮換

地指定されます。 

最後に変更後の図面です。所有者Ａと所有者Ｂの仮換地にそれぞ

れ指定されるものです。 

次に箇所２です。場所はこちらで、３９街区です。 

議案書の８ページが図面、９ページが調書です。 

現在は、所有者Ｃの仮換地の、図面で言うと右隣に仮換地が細く

指定されていて、千葉市所有です。９画地は皆様ご存じのとおり、

信金が解体された土地でして、この細い土地を隣接者処分する予定

だったのですが、解体されたことで不用の土地となってしまい、こ

のままだと意味のない土地になってしまうので、所有者と交渉しま

して、この細い仮換地を図面の左側へ持ってきました。図面の左側

は千葉市の土地と未指定地があり、合わせて利用できるように変更

するものです。 

調書をご覧ください。 

３９街区９画地は位置が少し変わるだけで、調書上に変わりはあ

りません。細い仮換地１８－１画地と１８－２画地は図面左側に位

置が変更になり、変更後は換地調整用地として、未指定地とします。

以上が箇所２です。 

 次の箇所３です。こちらも３９街区で、１５画地です。 

議案書の１０ページが変更図、１１ページが調書です。 

換地設計上の余剰地となっている未指定地です。 

狭小で単独利用ができないことから、隣接土地所有者へ売却する

ため、未指定地に従前の市有地を充てて、仮換地指定を行うもので

す。 

なお売却については、隣接所有者と調整済みでございます。 

この細い土地を隣接者処分します。 

調書ですが、現在は未指定地ですので、現在は従前地が割り当て
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窪田主査 られていませんが、寒川町１丁目１４番１４、６．３５㎡を仮換地

３９街区１５画地５㎡に割り当てます。 

以上が箇所３です。 

次に箇所４です。場所はこちら３７街区の５画地です。 

ここも隣接者処分のため、仮換地指定するものです。 

議案書の１２ページが変更図、１３ページが調書です。 

もともと一団の土地だったものですが、隣接３者と調整したとこ

ろ、２者から買いたいと申し出があったものです。左隣の方と図面

下側の方に隣接者処分します。 

調書はご覧のとおりです。現在は未指定地ですが、５－１画地へ

寒川町１丁目１４番１５、４８．４７㎡を割り当てます。５－２画

地は寒川町１丁目１４番１６、４８．４７㎡を割り当てます。 

箇所４は以上です。 

次は議案１の最後、箇所５です。 

東京ガスの近く、２５街区１１－２画地です。 

議案書では図面が１４ページ、調書が１５ページです。 

ここも隣接者処分のため、仮換地指定するものです。 

隣接者に伺ったところ、図面の下側の方一者から買い取り希望が

あったため、こちらの方に隣接者処分します。 

調書ですが、現在は未指定地ですが、寒川町１丁目１４番１７の

９２.７６㎡を２５街区１１－２画地３７㎡として仮換地指定しま

す。 

議案第１号の説明は、以上でございます。 

 

根本会長 ただいま、事務局より説明がありました議案第１号、仮換地の指

定についてご質問等ありませんか。ありましたら挙手のうえ、ご発

言をお願いいたします。 

 

鈴木委員 議案５のほうなんですけど、この市有地１１―２というのが発生

したのはどういうことなんでしょうか。 

 

秦担当 担当の秦と申します。 

この２５街区なんですけれども、十数年前に仮換地の配置を、従

前の宅地の配置を考慮して組みなおしておりまして、そのときに評

価計算を再度行った結果、こうした余剰地が発生したものです。 

 

鈴木委員 余剰地ということですね。承知しました。 
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根本会長 

 

ほかに意見がないようですので、議案第１号仮換地の指定につい

て、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

<<全員挙手>> 

全員賛成により議案第１号仮換地の指定については、原案のとお

りとします。 

つづきまして、報告事項「仮換地指定の軽微な変更について」、

事務局より説明をお願いします。 

 

桜田所長 報告事項 仮換地指定の軽微な変更について説明いたします。 

議案書の１７ページをお開きください。 

これは、平成４年に定めた軽微な変更取扱規定に基づき、変更内

容が軽微な仮換地指定について報告するものであります。 

それでは報告事項を読みあげます。 

報告事項 

仮換地指定の軽微な変更について 

平成４年７月２３日開催の審議会において同意された仮換地指

定の軽微な変更について、別紙調書及び図面のとおり仮換地の指定

をしたので報告します。 

千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業 

施行者 千葉市 

代表者 千葉市長 神谷 俊一 

詳細については主査の窪田より、説明いたします。 

 

窪田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは報告事項、仮換地指定の軽微な変更について説明いたし

ます。 

まず、軽微な変更取り扱いのおさらいですが、今回説明する案件

は２の仮換地の交換願いや協議変更願いが提出されたもの、３の従

前地の分割に伴い仮換地の分割申請が提出されたもの、４の従前の

宅地が分筆されたもの、８の借地権の消滅によるもの、がございま

す。 

議案書の１９ページが全体の箇所図です。 

今回の報告事項は１３箇所です。 

１箇所ずつ説明します。 

はじめに説明する２件は３件目で説明する土地交換の準備とし

て仮換地の分割申請があったものです。 

２７街区１３画地です。 

議案書の２２ページが変更図、２３ページが調書です。 

土地所有者Ｄ、Ｅより当該仮換地の分割申請が提出されたもの
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窪田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、２７街区１３画地を、１７画地、１８画地に分割して指定しま

した。こちらは、変更調書です。 

従前地２８番４を、４と５に分割し、１７画地と１８画地に指定

しました。これはＤ、Ｅの従前地の持ち分に応じた分割で、このの

ち、ＤとＥの単独所有に変更されています。 

次に、箇所２の４２－２街区１画地でございます。 

議案書の２４ページが変更図、２５ページが調書でございます。 

ここは千葉市の仮換地です。これを、この後説明する土地交換の

ため寒川町１丁目７２番１を分割して、７１番と７２番３を１－１

画地、７１番１を１－２画地として仮換地指定しました。 

調書はご覧のとおりです。７２番１を１と３に分割しました。 

次に３件目ですが、これまで説明した２件の土地を含めて、移転

促進のため、３者で土地交換をしたものです。 

場所はご覧のとおり２７街区と４２－２街区です。 

議案書は２７ページが図面、２８、２９ページが調書です。 

先ほどの２件の分割を含めて、２７街区にある所有者ＤとＥの土

地と、４２－２街区に千葉市の仮換地がございます。 

４２－２街区の千葉市の土地と所有者Ｅの土地を交換し、２７街

区の所有者Ｄと千葉市のあいだで、それぞれ利用しやすいように土

地を交換したものです。 

複雑なので変更前後で色分けしてみました。 

所有者Ｄの土地を紫、Ｅを緑、千葉市の土地を黄色で表示してい

ます。千葉市は隣に市有地がありますので、そこと一体利用できる

ため、ここへ仮換地をもってきます。 

こちらは変更前の調書です。Ｄさんが紫、Ｅさんが緑、千葉市が

黄色です。 

変更後の調書がこちらです。紫と緑、黄色にそれぞれ整理されて

います。 

次が箇所４です。場所はこちら１７街区です。 

議案書では３０ページが変更図、３１ページが調書です。 

１５画地と１２画地について、同じ地権者ですが、もともとは借

地権があって仮換地が分割されていますが、借地権は以前に解消さ

れています。今回はそれぞれの仮換地に合わせて、従前地を分割し

て指定したものです。 

これが調書です。寒川町１丁目１４５番１の５５８㎡を分割し

て、それぞれの仮換地へ指定しなおしたものです。なお、一部私道

だった部分５２㎡があり、仮換地を指定しない、換地不交付の扱い

としています。そこも分割しています。 
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窪田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが次の案件とつながりがあります。 

議案書は３２ページです。先ほど説明した１５画地を含めて、１

４画地と１６画地も同じ所有者です。この３つの仮換地をこちらの

ように２７、２８、２９画地へ変更しました。 

調書を説明します。議案書は３３ページです。 

従前地の寒川町１丁目１４５番５、３５７㎡を分割しまして、 

１４５番５を１７４㎡にし、これを２８画地１４０㎡に指定しま

した。１４５番７の１０７㎡と１５２番２の９１．８９㎡を合わせ

て、２９画地１６４㎡に指定しました。１４５番８の７６㎡と１２

８番の４９．５８㎡を合わせて、２７画地１０１㎡に指定しました。 

これが報告事項５です。 

次に６箇所目です。場所はこちら４０街区です。議案書は３４ペ

ージです。 

これは単純に、従前地が分かれていたので、それぞれ別々に仮換

地指定していましたが、同じ所有者が一体利用しているので、一つ

の仮換地として指定しなおしたものです。 

調書はご覧の通り、３筆の従前地を１つの仮換地にしました。 

次も同様です。 

議案書は３６ページです。３６街区です。 

ここも先ほどと同様で、１８、１９、２０画地が同じ所有者で一

体利用しているので、仮換地を３１画地として指定しなおしたもの

です。 

調書です。従前地に変更はなく、それぞれ仮換地が指定されてい

ましたが、３１画地２１９㎡として指定し直しました。 

次も同様です。 

議案書は３８ページです。場所はこちら１４街区です。 

１５画地と２１画地が同じ所有者で一体利用をするので、２３画

地として指定しなおしたものです。 

調書です。従前地に変更はなく、２３画地２４５㎡で指定し直し

ました。 

次、９箇所目です。場所はこちら、４０街区と４２－１街区です。 

議案書は４０ページです。こちらは借地権の解消です。 

画面では紫の線で囲まれた仮換地が今回の変更の対象です。両方

とも同じ所有者ですが、紫の箇所の借地権が解消されたため、指定

しなおしたものです。 

調書ですが、従前地、仮換地ともに変更はなく、借地地積のみ変

更したものです。 

次が１０箇所目、場所は先ほどと同じ４０街区と４２－１街区で
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窪田主査 す。 

先ほどと同じ所有者さんです。一部先ほどの箇所が含まれていま

す。議案書は４３ページです。 

４０街区から説明します。３、４、５画地について、もともとは

一部に借地権者がいたため、一筆の従前地に対し、仮換地を分けて

指定していましたが、以前に借地権は解消されています。今回は従

前地を分筆し、それぞれ仮換地に指定しました。 

次４２－１街区ですが、同じように１、２、３、５画地について

も従前地を分筆し、それぞれに仮換地を指定しました。 

調書で説明します。議案書は４４ページです。 

変更前はご覧のとおりでしたが、従前地が４０街区と４２－１街

区に分割して仮換地指定されていましたが、従前地寒川町１丁目６

６番３０．７４㎡を２筆に分筆し、６７番１の７３２．０７㎡を５

筆に分筆します。 

変更後の調書です。仮換地に変更はなく、それぞれ従前地を分筆

して、仮換地を指定しました。 

次が箇所１１です。 

場所はこちら２７街区です。議案書は４６ページです。 

これも借地権の解消による指定のし直しです。画面の紫の箇所が

対象地です。 

こちらは、変更調書です。２７街区９画地の借地権がなくなるの

みの変更です。 

次は箇所１２です。３１街区です。 

議案書は４８ページです。 

こちらは、仮換地を分割し、一部の借地権を解消したものです。 

仮換地のうち、８７㎡は借地権を解消しますが、２２０㎡はその

まま借地権を継続します。 

調書です。議案書は４９ページです。 

寒川町１丁目２２４番１の３８８．０９㎡を１０７．６９㎡と２

８０．４０㎡として、それぞれ４－１画地と４－２画地として仮換

地指定したものです。 

最後の箇所１３です。 

３４街区２画地です。 

これも単に借地権の解消です。黄色の２つの画地は、それぞれ別

の借地権者ですが、今回解消されたのは紫の箇所です。 

調書はご覧のとおりで、議案書の５１ページです。３４街区２画

地の借地権の解消のみの変更です。 

報告事項の説明は、以上でございます。 
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根本会長 ありがとうございました。 

質問がありましたら、挙手のうえ、ご発言願います。 

<<発言なし>> 

発言がないようですので、仮換地指定の軽微な変更については、

報告事項として、了解しました。 

以上で本日の議題はすべて終了します。 

これをもちまして、 

第３６回千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理審議会を閉会

します。 

 

 

午後２時４５分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


